
特殊建築物の敷地の位置について（案）

議案第２６３号

説明資料
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都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用

途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が

決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならな

い。

１ 建築基準法第５１条（特殊建築物の位置）

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した

場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しく

は増築する場合においては、この限りでない。

※特定行政庁：建築基準法を執行する機関(建築主事が置かれている自治体の長）
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都市計画区域内においては、下表の建築物は、都市計画においてその敷地の位置
が決定しているものでなければ、建物を新築・増築することは出来ない。

建築基準法第51 条ただし書き許可とは

（イ）
卸売市場、火葬場又はと畜場,汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設
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（ロ）
廃棄物処理法施行令第7 条に規定する産業廃棄物処理施設
（汚泥施設、廃プラ破砕施設、木くず・がれき破砕施設等）

（ハ）一般廃棄物処理施設で1 日の処理能力が５トン以上のもの

ただし、（ロ）については、都道府県の都市計画審議会（ハ）については、市町村
の都市計画審議会の議を経て、その位置が、都市計画上支障がないとして許可
された場合等は、これらの建物を新築・増築することができる。

都道府県の都市計画審議会へ、市町村の都市計画審議会の意見を報告する。



建築基準法第５１条に規定する「その他政令で定める処理施設」とは、廃棄物処理法施
行令第５条に規定する『ごみ処理施設』及び同令第７条に規定する『産業廃棄物処理施
設』を指す。

２ 建築基準法施行令で定める処理施設

廃棄物処理法施行令第７条

（第７号）
廃プラスチック類の破砕施設
（１日当たりの処理能力が５ｔを超えるもの）

（第８の２号）
木くず、がれき類の破砕施設
（１日当たりの処理能力が５ｔを超えるもの）
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２ 建築基準法施行令で定める規模の範囲

（第１項第６号）
既存の産業廃棄物処理施設において、増築後の処理能
力が次の処理能力の１．５倍以下のもの。
・過去に許可を受けたときの処理能力
・廃プラスチック類の処理能力 １日当たり６ｔ
・木くず、がれき類の処理能力 １日当たり１００ｔ

建築基準法第５１条に規定する「政令で定める規模の範囲」は建築基準法施行令第
１３０条の２の３に規定され、この範囲内で増築する場合は位置の決定や許可は不
要。

建築基準法施行令
第１３０条の２の３
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○都市計画における敷地の位置の
決定又はただし書きによる敷地
の位置に関する許可
・都市計画マスタープランとの整合
・土地利用計画との整合
・都市計画施設との整合
・市街地開発事業との整合

建築基準法
（第51条）

○産業廃棄物処理施設の設置許可
・施設の技術基準
・周辺地域への環境影響
・事業者の技能、経理的基礎 など

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

産業廃棄物処理施設の設置

福島市廃棄物対策課において審査

３ 産業廃棄物処理施設の設置に必要な手続き
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基 本 方 針 具 体 的 な 要 件

１ 都市計画マスタープランとの
整合

・市町村都市計画マスタープランの内容と著しく
乖離しないこと

２ 土地利用計画との整合

・市街化調整区域には、原則として設けないこと

・用途地域は、原則として住居系用途地域を避け、
工業系用途地域とすること
・地区計画等に整合していること

３ 都市計画施設との整合
・道路、公園等の都市計画施設に支障を与えな

いこと

４ 市街地開発事業との整合
・市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地
再開発事業等）に整合していること
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４ 建築基準法第５１条ただし書きによる許可の基本方針
≪４つの視点からの都市計画上の支障の有無≫



５ 特殊建築物の位置
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特殊建築物の敷地

産業廃棄物処理施設

敷地面積Ａ＝61,528.93㎡



施設名称：ケイワリサイクルセンター福島
区域区分：市街化調整区域
敷地面積：Ａ＝６．１５ha

福島県農業総合センター
畜産研究所

福島河川国道事務所吾妻
山山系砂防出張所

５ 特殊建築物の位置
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６ 事業者の概要

【増設を予定している会社の概要】
○社 名 恵和興業 株式会社
○代 表 者 代表取締役 笹川 慎太郎
○本社所在地 宮城県仙台市泉区西田中字杭城山55-6
○現在の事業 産業廃棄物中間処理施設の運営業務

産業廃棄物の収集運搬業務
リサイクル技術の研究開発業務
再生路盤材の製造・販売
解体工事の監理・施工
放射能・線の測定並びに除染に関する業務ほか

【増設を予定している産業廃棄物処理施設の概要】
○施設名 恵和興業 株式会社
○所在地 福島県福島市荒井字北一ノ坂3-40ほか10筆
○用途地域 市街化調整区域
○敷地面積 ６１，５２８．９３ ㎡
○建物床面積 １，４８５．７５ ㎡
○増設設備の種類及び処理能力 （建築基準法第51条ただし書き許可に係るもの）

廃プラスチック類の破砕施設

８４．１１ｔ/日 ＞ ６t/日（法の規模）

木くずの破砕施設

１６８．０ｔ/日 ＞ １００ｔ/日（法の規模）

がれき類の破砕施設

３００．０ｔ/日 ＞ １００ｔ/日（法の規模）



７ 特殊建築物の配置図
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申請建物



申請建物予定地
（現在の保管施設は除却予定） 12

８ 現地の状況
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９ 搬出入導線図

既存保管施設

新設処理施設

新設処理施設

N

廃棄物導線

出荷物導線

計量、線量検査所
事務所
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既存施設

既存仮置場所
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10 処理フロー図

二軸破砕機
破砕処理

バイオセパレータ
機械式、風力、磁力による選別

手選別エリア

手選別エリア

ジョークラッシャ
破砕処理

①投入

③投入

②破砕物
非鉄金属

木屑

廃プラ

④重量物

⑤重量物
投入

⑥重量
破砕物

軽量物

磁性物



基 本 方 針 支 障 の 有 無

１ 都市計画マスタープランとの整合

当該敷地は、市街化調整区域内に位置し、市都市マスタープランでは
、無秩序な開発を防止し、自然環境の保全に努めるとともに、適正な土
地利用の誘導と地域活力の向上、地域社会（コミュニティ）の維持・再生
を検討することとしている。

本施設は、近接する工業団地内の企業と業務提携し、産業廃棄物の
収集運搬及び中間処分を行っており、地域社会の維持に寄与する重要
な役を担っている。敷地周辺に保安林や農用地区域等も無く、周囲を森
林に囲まれており、道路側からの視認はできず景観にも問題ないことか
ら、自然環境の保全に努められている。

以上のことから、今回の計画は、市街化調整区域における無秩序な
開発には当たらず、市都市マスタープランから乖離することのないもの
であると考えられる。

２ 土地利用計画との整合

当該事業計画は、既存の産業廃棄物施設敷地内において、設
備の能力拡大する計画となっている。このため、既存の都市機能
施設であり、近隣の市街化を誘発する恐れがなく無秩序な市街地
拡大はない。また、住居系用途地域からは十分に離れており、地
区計画、その他の地域地区に影響を及ぼすこともないため土地利
用計画には支障の無いものと考えられる。

３ 都市計画施設との整合
当該敷地の周辺には、都市計画決定された道路、公園、緑地等の都

市計画施設は無い。

４ 市街地開発事業との整合
当該敷地の周辺には、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の

計画は無い。
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11 建築基準法第５１条ただし書きによる許可の基本方針
≪４つの視点からの都市計画上の支障の有無≫


